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シャッター事故防止の徹底について（通知） 

 

 新潟県で、降りてきた防火シャッターに児童が挟まれるという事故が発生いたしました。 

各学校等におかれましては、日ごろから児童生徒への安全教育について御尽力いただいている

ところですが、下記事項に留意の上、事故防止について再度徹底いただくようお願いします。 

 

記 

 

 １ 防火シャッターが作動しているときには、絶対にその下に立ち入ったり、くぐったりする

ことがないよう児童生徒に繰り返し指導すること。 

 

 ２ 自校の施設設備について、再度安全点検を実施すること。 

 

 ３ 児童生徒が校内にいる時間帯に防火設備等の点検をする際には、児童生徒にも周知して事

故防止指導を徹底すること。 

 

 ４ 業者による点検を行う際には、業者と十分連絡を図り、安全管理を徹底させること。 
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